
（１） 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書 ・・・ 主に給与所得者の方の例

所得割額（市町村民税）が課税されていない場合は、
均等割額⑦（市町村民税）に基づいて保育料の額・副食費免除の決定を行います。

（２） 市民税・県民税納税通知書 ・・・ 主に事業をされている方の例

算出所得割額－調整控除額
＝保育料の額・副食費免除の決定を行う基となる市町村民税の所得割額です。
※ 変更前、変更後の記載がある場合は、変更後の欄をご確認ください。

所得割額（市町村民税）が課税されていない場合は、
均等割額(市町村民税）に基づいて保育料の額・副食費免除の決定を行います。

保育料・副食費の階層区分については、市町村民税納税通知書に記載されている市町村民税額をご確認ください。

（注１）保育料の額・副食費免除の決定は、市町村民税額を基に行います。都道府県民税額は含みません。

（注２）調整控除以外の税額控除（配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除）、寄付金税額(ふるさと納税）
控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除）は適用しません。

（注３）市民税が政令指定都市で課税されている場合は、算出した額に8分の6を乗じて得た額が、保育料の額・副食費免
除の決定を行う基となる市民税の所得割額の目安となります。

税額控除前所得額④－調整控除額×0.6
＝保育料の額・副食費免除の決定の基となる市町村民税額の所得割額です。
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